
平成２３年１１月２９日

宮内庁長官官房秘書課

宮内庁節電実行計画に基づく節電取組の結果について

宮内庁は，本年６月２３日に，政府の節電実行基本方針に基づき，宮内庁節電実行

計画を定め，各需要設備について，節電の目標を掲げた上で，７月から９月までの間，

夏期の節電に取り組みました。

この度，取組の結果がまとまり，別紙のとおり，全ての需要設備において目標を達成

したことが判明したので，この旨お知らせします。



（別 紙）

抑制後の上限 抑制率
実施期間中の
使用最大電力

左のときの
抑制率

皇 居 内
２,１００ｋW

（※１）
１,６８０ｋW ２０％ 目標達成

１,４７２ｋW
（7/5(火) 勲章
等受章者拝謁
行事の実施日）

２９.９％

抑制後の上限 抑制率
実施期間中の
使用最大電力

左のときの
抑制率

東 宮 御 所
４０１ｋW
（※２）

３４０ｋW １５％ 目標達成 ２４２ｋW ３９.７％

御 料 牧 場
２２６ｋW
（※２）

１９２ｋW １５％ 目標達成 １５４ｋW ３１.９％

抑制後の上限 抑制率
実施期間中の
最大の月間使
用電力量

左のときの
抑制率

埼 玉 鴨 場
（３箇所の需要設備から
成る）

２,３７３ｋWｈ
（※３）

２,０１７ｋWｈ １５％ 目標達成 １,４３２ｋWｈ ３９.７％

新 浜 鴨 場
４,５６５ｋWｈ

（※３）
３,８８０ｋWｈ １５％ 目標達成 ２,９４０ｋWｈ ３５.６％

多摩陵墓監区事務所
５,９６２ｋWｈ

（※３）
５,０６７ｋWｈ １５％ 目標達成 ３,７６１ｋWｈ ３６.９％

豊島岡参集所
２,９７０ｋWｈ

（※３）
２,５２４ｋWｈ １５％ 目標達成 １,３２０ｋWｈ ５５.６％

各需要設備の節電目標と結果

【区分Ａ】（契約電力５００kW以上の設備）

節電目標

（※１）本年７～９月における契約電力（ｋW）の値

【区分B】 （契約電力５０ｋW以上５００ｋW未満の設備）

需要設備名 基準電力値

需要設備名

需要設備名

（※３）昨年７～９月における最大の月間使用電力量（ｋWｈ）の値

節電目標

（※２）昨年７～９月における使用最大電力（ｋW）の値

【区分C】 （契約電力５０ｋW未満又は電灯契約の設備）

結 果

結 果

結 果

（参 考）

（参 考）

基準電力値

基準電力値

節電目標

（参 考）


